
 
1 

 

令和３年度第２回 公契約審議会 

令和４年２月 17日（木）午後２時 30分～  

第１会議室   

出席委員 

 

石原委員、河邊委員、河合委員、榊原委員、清水委員、長坂委員 

事務局 朽名財務部長、田中契約検査課長、北村課長補佐、神藤専門員、加藤主査、
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開会宣言 

挨拶 

次第１「前回審議会の確認事項について」事務局より説明をお願いし

ます。 

説明（次第１） 

意見はありませんか。 

（意見なし） 

続いて次第２「労働報酬下限額について」ですが、３項目ありますの

で３つに区切りたいと思います。まず（１）工事請負契約 について事

務局から説明をお願いします。 

説明（次第２）の内、（１） 

意見はありませんか。 

労働報酬下限額について、設計労務単価の 80％という掛け率を、現行

のまま据え置くことは、異存ありません。労働者側としては、野田市と

同水準を目指して引き上げていただきたいですが、現在の状況を考える

と、今はその時期ではないと思います。今後の新型コロナウイルス感染

症の収束などを見た上で検討していただきたいと思います。 

経営者側としては、新型コロナウイルス感染症が経済活動に与える影

響を見極められないということは、不安な要素ですが、一方で、設計労

務単価が上がるという予想もあります。また、企業の給与ベースを上げ

るという政府からの要請についても、対応していかなければいけないと

思っています。そのような状況ですので、労働報酬下限額について、今

回は据置きとし、様子を見ていただきたいと思います。 

  工事請負契約については、基本的に据え置く方向でいいと思います。 

続いて、（２）工事請負以外の契約（業務委託契約・指定管理協定） に

ついて事務局から説明をお願いします。 

説明（次第２）の内、（２） 

意見はありませんか。 

新型コロナウイルス感染症が収束しない中ですので、労働報酬下限額

を地域別最低賃金＋15円のまま据え置くことは妥当だと思います。 
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契約検査課長 

落札率についてですが、建設工事の場合、平均落札率は安定しており、

かつ、予定価格に対する最低制限価格及び調査基準価格の割合も高めに

設定されています。一方、委託業務の場合、おそらく平均落札率、並び

に予定価格に対する最低制限価格の割合は、もう少し低いのではないの

かと思います。さらに、来年度から豊橋市の委託業務が全て指名競争入

札から一般競争入札に変わるということですが、この影響が落札率にど

う反映されるのか、まだ先行きが分からないところがあります。そのあ

たりの来年度以降の様子を見て、審議したいと思います。 

続いて、（３）工事請負における未熟練者・年金受給者 について事務

局から説明をお願いします。 

説明（次第２）の内、（３） 

意見はありませんか。 

（意見なし） 

それでは、次第２「労働報酬下限額について」の（１）、（２）及び（３）

については、事務局より説明していただいた内容で審議会として了解し

たということでよろしいでしょうか。 

異議なし 

続いて、次第３「特定公契約対象範囲の拡大について」事務局より説

明をお願いします。 

説明（次第３） 

意見はありませんか。 

（意見なし） 

今回は変更なしということでよろしいでしょうか。 

異議なし 

続いて、次第４「答申について」事務局より説明をお願いします。 

説明（次第４） 

答申内容の内、本文の部分については、既に本日の審議で了解してい

ただいております。文字の訂正は少しあるかもしれませんが、中身の実

質的な記述に変更がなければ、会長と事務局に一任していただければと

思います。その前提で、修正などがあれば示唆していただければと思い

ます。いかがでしょうか。 

（異議なし） 

それでは、今回の審議会の内容を集約し、文字確認をした上で、改め

て事務局にて答申の案を作成し、後日メールにて送信しますので、内容

を確認していただき、ご意見をいただければと思います。 

閉会宣言 

 


